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「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき 

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」の改正等について 

 

平素より建築物のバリアフリー化の推進に格別なるご尽力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則及び高齢者、障

害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」（令和４年国土交通省令第 30

号）及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定によ

り、認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定

施設の床面積を超えることとなるものを定める件の一部を改正する件」（令和４年国

土交通省告示第 403号）が令和４年３月 31日に公布され、同年 10月１日に施行され

ます。 

改正する省令等の概要及び建築物のバリアフリー化に向けた留意事項について、下

記の通りお知らせいたしますので、貴団体におかれましては、本改正の趣旨を踏まえ、

共生社会の実現に向け、積極的な取組みをお願いいたします。 

また、貴団体の関係者に対しても、この旨周知いただけますようお願いいたします。 

記 

第１ 「劇場等の客席」に係る建築物移動等円滑化誘導基準の設定 

今回、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物

特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」（平成 18 年国土交通省令第

114号）を改正し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進する法律（平成 18年

法律第 91号。以下「法」という。）第 17 条第３項第１号の主務省令で定める建築

物特定施設の構造及び配置に関する基準（以下「誘導基準」という。）に、劇場、観

覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂（以下「劇場等」という。）の客席に係る

基準を新たに設定しました。 

（劇場等の客席に係る主な誘導基準） 

車椅子使用者用客席の数 劇場等に客席を設ける場合には、以下に示す数以上の車椅子使用

者用客席を設けること。 

・客席の総数が 200以下のときは当該客席の総数の２％ 



・客席の総数が 200を超え、2,000以下のときは 

当該客席の総数の１％＋２ 

・客席の総数が 2,000 を超えるときは 

当該客席の総数の 0.75％＋７ 

車椅子使用者用客席の要件 車椅子使用者用客席は次の要件を満足すること。 

・幅は 90cm 以上とすること 

・奥行きは 120cm以上とすること 

・床は平らとすること 

・車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造とすること 

・同伴者用の客席又はスペースを隣接して設けること 

車椅子使用者用客席の分散

配置 

客席の総数が 200 を超える場合には、車椅子使用者用客席を２箇

所以上に分散して設けること。 

 

客席を有する劇場等について、施行日以降に法第 17 条第１項の認定の申請を行

う際には、車椅子使用者用客席の設置に関する誘導基準に適合することが必要とな

ります。また、これに伴い「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則」（平成 18 年国土交通省令第 110 号）を改正し、法第 17 条第１項の認

定の申請図書に明示すべき事項を追加しておりますので、ご留意ください。 

 

第２ 「劇場等の客席」に係る容積率の特例 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、

認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施

設の床面積を超えることとなるものを定める件」（平成 18年国土交通省告示第 1490

号）で定める通常の建築物の建築物特定施設の床面積に、「劇場等の客席」として

0.5㎡/席を新たに規定しました。 

認定特定建築物における劇場等の客席について、これを超える部分は、通常の客

席の床面積を上回る車椅子使用者用客席の部分として、法第 19 条に基づき建築物

の延べ面積の 10 分の１を限度として容積率算定上の床面積に算入しないこととな

ります。 

劇場等の建築等にあたっては、この容積率特例を積極的に活用し、劇場等の客席

のバリアフリー化を一層促進していただきますようお願いします。 

 

第３ 建築設計標準の活用について 

バリアフリー整備の参考として、令和３年３月に改定したガイドライン「高齢者、

障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、劇場等の客席の設計

や既存施設の改修のポイント等を掲載しておりますので、ご活用いただければ幸い

です。 
 

【本通知に関する問合せ先】 

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）付 亀元・野上 

TEL：03-5253-8111（内線：39-545） 



①「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂※の客席」を建築物特定施設に追加

地方公共団体が、地域の実情等を踏まえて、
条例で客席のバリアフリー化を義務付けることが可能に

②「客席」に対する移動等円滑化誘導基準を設定※

容積率の特例措置※等を通じて、バリアフリー化を推進

背 景

○ 東京オリンピック・パラリンピック大会を契機にバリアフリー化が進展
○ 客席については、当事者参画のもと策定した「建築設計標準（客席追補版）」（H27公表）の周知を通じ、
バリアフリー化が一定程度進んでいるものの、バリアフリー法上の対象施設（建築物特定施設）に非該当

○ 更なるバリアフリー化の推進に向けて、バリアフリー法の対象施設への位置づけが必要

※具体的な水準については、「建築設計標準」、
「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」等を勘案し、設定

措置の
概 要

※観劇、観覧等の用途に供する建築物を対象化

車椅子使用者用客席の割合 ※客席総数に応じて段階的に設定（2,000以下は、客室の基準と同じ）

・ 客席総数の２％以上（総客席数～200）
・ 客席総数の１％＋２以上（総客席数201～2,000）
・ 客席総数の0.75％＋７以上（総客席数2,000～）

移動等円滑化誘導基準

車椅子使用者用客席の要件
・ 幅90cm × 奥行120cm以上で区画された、平らな床
・ 同伴者用の客席又はスペースを隣接して設置
・ 客席総数200超の場合には、２か所以上に分散して配置
・ 舞台等を容易に視認できる構造（サイトラインの確保）

客席
総数

誘導基準
車椅子
使用者用
客席数
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劇場等における客席の誘導基準

「劇場等の客席」の建築物特定施設への追加

※バリアフリー化に伴う増加分を容積率計算上控除
車椅子使用者用客席のイメージ

公布：令和4年3月31日
施行：令和４年10月1日スタジアム、

アリーナ等
スタジアム、
アリーナ等



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八

年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
六
条
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定

施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て

掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
建
築
物
特
定
施
設
）

（
建
築
物
特
定
施
設
）

第
三
条

令
第
六
条
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

令
第
六
条
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室
（
以
下
「
浴
室
等
」

と
い
う
。）と
す
る
。

一

劇
場
、
観
覧
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
集
会
場
又
は
公
会
堂
（
以
下
「
劇
場
等
」
と
い
う
。）の
客
席

（
新
設
）

二

浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室
（
以
下
「
浴
室
等
」
と
い
う
。）

（
新
設
）

（
特
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
申
請
）

（
特
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請

書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

第
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請

書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
、
各
室
の
用
途
、
床
の
高
低
、
特
定
建
築
物
の
出

入
口
及
び
各
室
の
出
入
口
の
位
置
及
び
幅
、
出
入
口
に
設
け
ら
れ
る
戸

の
開
閉
の
方
法
、
廊
下
等
の
位
置
及
び
幅
、
廊
下
等
に
設
け
ら
れ
る
点

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩

の
用
に
供
す
る
設
備
並
び
に
突
出
物
の
位
置
、
階
段
の
位
置
、
幅
及
び

形
状
（
当
該
階
段
が
踊
場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置

及
び
幅
を
含
む
。）、
階
段
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク

等
の
位
置
、
傾
斜
路
の
位
置
及
び
幅
（
当
該
傾
斜
路
が
踊
場
を
有
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を
含
む
。）、
傾
斜
路
に
設
け

ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の

他
の
昇
降
機
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
あ
る
便
所
、
令
第
十

四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
便
房
の
あ
る
便
所
、
腰
掛
便
座
及
び

手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
（
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
あ
る
便
所
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式

の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

に
限
る
。）そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
の
あ
る
便
所
並
び
に
こ
れ

ら
以
外
の
便
所
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
室
の
位
置
、
駐
車
場
の

位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
、
劇
場
等
の
客
席

の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
席
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造

及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省

令
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者

用
客
席
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
位
置
、
幅
及
び
奥

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
、
各
室
の
用
途
、
床
の
高
低
、
特
定
建
築
物
の
出

入
口
及
び
各
室
の
出
入
口
の
位
置
及
び
幅
、
出
入
口
に
設
け
ら
れ
る
戸

の
開
閉
の
方
法
、
廊
下
等
の
位
置
及
び
幅
、
廊
下
等
に
設
け
ら
れ
る
点

状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩

の
用
に
供
す
る
設
備
並
び
に
突
出
物
の
位
置
、
階
段
の
位
置
、
幅
及
び

形
状
（
当
該
階
段
が
踊
場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置

及
び
幅
を
含
む
。）、
階
段
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク

等
の
位
置
、
傾
斜
路
の
位
置
及
び
幅
（
当
該
傾
斜
路
が
踊
場
を
有
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を
含
む
。）、
傾
斜
路
に
設
け

ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の

他
の
昇
降
機
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
あ
る
便
所
、
令
第
十

四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
便
房
の
あ
る
便
所
、
腰
掛
便
座
及
び

手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
（
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
あ
る
便
所
、
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式

の
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

に
限
る
。）そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
の
あ
る
便
所
並
び
に
こ
れ

ら
以
外
の
便
所
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
室
の
位
置
、
駐
車
場
の

位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
の
位
置
及
び
幅
、
車
椅
子
使
用
者

用
浴
室
等
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
第
十

三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）の
位
置
並
び
に
案
内
設
備
の
位
置

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



縦 断 面

図

階 段 又 は 段 縮 尺 並 び に 蹴 上 げ 及 び 踏 面 の 構 造 及 び 寸 法 縦 断 面

図

階 段 又 は 段 縮 尺 並 び に け あ げ 及 び 踏 面 の 構 造 及 び 寸 法

傾 斜 路 縮 尺 、 高 さ 、 長 さ 及 び 踊 場 の 踏 幅 傾 斜 路 縮 尺 、 高 さ 、 長 さ 及 び 踊 場 の 踏 幅

客 席 車 椅 子 使 用 者 用 客 席 か ら 舞 台 等 ま で 引 い た 可 視 線

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）

行 き 、 車 椅 子 使 用 者 用 客 席 に 隣 接 し て 設 け ら れ る 同 伴 者 用 の

客 席 又 は ス ペ ー ス の 位 置 、 車 椅 子 使 用 者 用 浴 室 等 （ 同 令 第 十

三 条 第 一 号 に 規 定 す る 車 椅 子 使 用 者 用 浴 室 等 を い う 。 以 下 こ

の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 位 置 並 び に 案 内 設 備 の 位 置

第３号様式（第８条関係）（日本産業規格Ａ列４番） 第３号様式（第８条関係）（日本産業規格Ａ列４番）
（略） （略）
（第八面） （第八面）

 客席  浴室等

客 席 の 総 数 車椅子使用者用客席 平 面 図 番 号 等 構 造 詳 細 図 番 号

車椅子使用者用浴室等

平 面 図 番 号 等 縦 断 面 図 番 号 （注意）

車椅子使用者用客席
平面図番号等の欄には、各階平面図内の位置がわかるように、各階平面図の番号及び当該
平面図内に記入した車椅子使用者用浴室等の記号等を記入し、構造詳細図番号の欄には、当
該浴室等の構造詳細図の番号を平面図番号等の欄に記入した記号等との対応関係がわかるよ
う記入してください。

（注意）

 案内設備までの経路
１．客席の総数の欄には、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂の客席の総数
を記入してください。

配置図・平面図番号等２．平面図番号等の欄には、各階平面図内の位置がわかるように、各階平面図の番号及び当
該各階平面図内に記入した車椅子使用者用客席の記号等を記入し、縦断面図番号の欄には、
当該車椅子使用者用客席から舞台等まで引いた可視線を示す縦断面図の番号を平面図番号
等の欄に記入した記号等との対応関係がわかるよう記入してください。

案内設備

音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備 有 ・ 無
 浴室等 （注意）

平 面 図 番 号 等 構 造 詳 細 図 番 号 １．配置図・平面図番号等の欄には、配置図又は各階平面図内の位置が分かるように、配置
図に記入した案内設備の記号等又は各階平面図の番号及び当該平面図内に記入した案内設
備の記号等を記入するとともに、案内設備の概要がわかる資料を別に添付してください。

車椅子使用者用浴室等

２．案内設備までの経路及び線状ブロック等又は点状ブロック等の仕上げ材料、仕上げ方法
及び色がわかる資料を別に添付してください。なお、案内設備までの経路の部分について
は、線状ブロック等又は点状ブロック等に接する部分の仕上げ材料、仕上げ方法及び色が
別にわかるように資料を作成してください。

（注意）

３．音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備の有無の欄で「有」を〇印で囲んだ
場合においては、当該装置の概要がわかる資料を別に添付してください。

平面図番号等の欄には、各階平面図内の位置がわかるように、各階平面図の番号及び当該
平面図内に記入した車椅子使用者用浴室等の記号等を記入し、構造詳細図番号の欄には、当
該浴室等の構造詳細図の番号を平面図番号等の欄に記入した記号等との対応関係がわかるよ
う記入してください。

（第九面）


（新設）

令
和

年

月


日
木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報








案
内
設
備
ま
で
の
経
路

配
置
図
・
平
面
図
番
号
等

案
内
設
備

音
声
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
誘
導
す
る
設
備

有
・
無

（
注
意
）

１
．
配
置
図
・
平
面
図
番
号
等
の
欄
に
は
、
配
置
図
又
は
各
階
平
面
図
内
の
位
置
が
分
か
る
よ
う
に
、
配
置

図
に
記
入
し
た
案
内
設
備
の
記
号
等
又
は
各
階
平
面
図
の
番
号
及
び
当
該
平
面
図
内
に
記
入
し
た
案
内
設

備
の
記
号
等
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
案
内
設
備
の
概
要
が
わ
か
る
資
料
を
別
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
案
内
設
備
ま
で
の
経
路
及
び
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
又
は
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
仕
上
げ
材
料
、
仕
上
げ
方
法

及
び
色
が
わ
か
る
資
料
を
別
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
案
内
設
備
ま
で
の
経
路
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
又
は
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
に
接
す
る
部
分
の
仕
上
げ
材
料
、
仕
上
げ
方
法
及
び
色
が

別
に
わ
か
る
よ
う
に
資
料
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

３
．
音
声
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
誘
導
す
る
設
備
の
有
無
の
欄
で
「
有
」
を
〇
印
で
囲
ん
だ

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
装
置
の
概
要
が
わ
か
る
資
料
を
別
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
第
十
面





）・（
第
十
一
面






）

（
第
九
面





）・（
第
十
面





）

（
略
）

（
略
）

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）

第
七
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）を
設
け
る
場
合
に
は
、第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
階
に
停
止
す
る
籠
を
備
え
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
、

第
一
号
に
規
定
す
る
階
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）を
設
け
る
場
合
に
は
、第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
階
に
停
止
す
る
籠
を
備
え
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
、

第
一
号
に
規
定
す
る
階
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
居
室
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
、
車
椅
子
使
用
者

用
客
室
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
客
席
又
は
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る

車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
が
あ
る
階

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
居
室
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
、
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
、
車
椅
子
使
用
者

用
客
室
又
は
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
が
あ
る
階

二

（
略
）

二

（
略
）

（
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室
）

（
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室
）

第
十
条

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
に
は
、
客
室
の
総
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
客
室
の
総
数
に
五
十
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
以
上
、
客
室
の
総
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
客
室
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

に
二
を
加
え
た
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
客
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
に
は
、
客
室
の
総
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
客
室
の
総
数
に
五
十
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
以
上
、
客
室
の
総
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
客
室
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

に
二
を
加
え
た
数
以
上
の
車
い
す
使
用
者
用
客
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

車
椅
子
使
用
者
用
客
室
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

車
い
す
使
用
者
用
客
室
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通

過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差
が
な
い
こ
と
。

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使
用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通

過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差
が
な
い
こ
と
。

二

便
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
客
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
に
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
が
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）

設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

便
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
客
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
に
不
特
定
か
つ

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
が
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）

設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

便
所
内
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
設
け
る
こ
と
。

イ

便
所
内
に
車
い
す
使
用
者
用
便
房
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
及
び
当
該
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
便
所
の
出
入
口
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

車
い
す
使
用
者
用
便
房
及
び
当
該
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
便
所
の
出
入
口
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



三

浴
室
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
客
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建
築
物
に
不
特

定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
浴
室
等
が
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
一
以
上
）
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

浴
室
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
客
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建
築
物
に
不
特

定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
浴
室
等
が
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
一
以
上
）
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
の
浴

室
等
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
」
と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。

イ

車
い
す
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
の
浴

室
等
（
以
下
「
車
い
す
使
用
者
用
浴
室
等
」
と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。

ロ

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て

通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差
が
な
い
こ
と
。

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使
用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て

通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差
が
な
い
こ
と
。

（
駐
車
場
）

（
駐
車
場
）

第
十
二
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
駐
車
場
に
は
、
当
該
駐
車
場
の
全
駐
車
台
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
駐

車
台
数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
、
全
駐
車
台
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
駐
車
台
数
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加
え
た
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
二
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
駐
車
場
に
は
、
当
該
駐
車
場
の
全
駐
車
台
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
駐

車
台
数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
、
全
駐
車
台
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
駐
車
台
数
に
百

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加
え
た
数
以
上
の
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
劇
場
等
の
客
席
）

第
十
二
条
の
二

劇
場
、
観
覧
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
集
会
場
又
は
公
会
堂
（
以
下
「
劇
場
等
」
と
い
う
。）に

客
席
を
設
け
る
場
合
に
は
、
客
席
の
総
数
が
二
百
以
下
の
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
以
上
、
客
席
の
総
数
が
二
百
を
超
え
二
千
以
下
の
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
に
二
を
加
え
た
数
以
上
、
客
席
の
総
数
が
二
千
を
超
え
る
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
一
万
分
の
七
十
五

を
乗
じ
て
得
た
数
に
七
を
加
え
た
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
客
席
（
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
で
き
る

客
席
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

２

車
椅
子
使
用
者
用
客
席
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

奥
行
き
は
、
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

床
は
、
平
ら
と
す
る
こ
と
。

四

車
椅
子
使
用
者
が
舞
台
等
を
容
易
に
視
認
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

五

同
伴
者
用
の
客
席
又
は
ス
ペ
ー
ス
を
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
客
席
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。

３

客
席
の
総
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
車
椅
子
使
用
者
用
客
席
を
二
箇
所
以
上

に
分
散
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
浴
室
等
）

（
浴
室
等
）

第
十
三
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
浴
室
等
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の

区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
浴
室
等
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の

区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
で
あ
る
こ
と
。

一

車
い
す
使
用
者
用
浴
室
等
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
増
築
等
又
は
修
繕
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）

（
増
築
等
又
は
修
繕
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）

第
十
七
条

建
築
物
の
増
築
若
し
く
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
定
建
築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。以
下「
増

築
等
」
と
い
う
。）又
は
建
築
物
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
（
建
築
物
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。以
下「
修

繕
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
限

り
、
適
用
す
る
。

第
十
七
条

建
築
物
の
増
築
若
し
く
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
定
建
築
物
に
す
る
こ
と
を
含
む
。以
下「
増

築
等
」
と
い
う
。）又
は
建
築
物
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
（
建
築
物
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。以
下「
修

繕
等
」
と
い
う
。）を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
限

り
、
適
用
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

劇
場
等
の
客
席
の
う
ち
一
以
上
の
も
の

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



十

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
客
席
ま
で
の
一
以
上
の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
、廊
下
等
、

階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内
の
通
路

（
新
設
）

十
一

（
略
）

九

（
略
）

十
二

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
か
ら
車
椅
子
使
用
者
用
浴
室
等
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）ま
で
の
一
以

上
の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地

内
の
通
路

十

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
か
ら
車
い
す
使
用
者
用
浴
室
等
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）ま
で
の
一
以
上

の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内

の
通
路

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
つ
い
て
第
十
二
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条

第
一
項
中
「
客
席
の
総
数
が
二
百
以
下
の
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
、

客
席
の
総
数
が
二
百
を
超
え
二
千
以
下
の
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加

え
た
数
以
上
、
客
席
の
総
数
が
二
千
を
超
え
る
と
き
は
当
該
客
席
の
総
数
に
一
万
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た

数
に
七
を
加
え
た
数
以
上
」
と
あ
る
の
は
、「
一
以
上
」
と
す
る
。

（
新
設
）

（
協
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

（
協
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
九
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
申
請
に
係
る
協
定
建
築
物
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

（
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、

第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
の
部
分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を

除
く
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
四
号
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記

の
部
分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
十
九
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
申
請
に
係
る
協
定
建
築
物
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

（
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、

第
十
二
条
、
第
十
三
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
の
部
分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、

第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
の
部
分
及
び
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
略
）

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
認
定

の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
ま
だ
そ
の
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
認
定
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
工
事
中
の
特
定
建
築
物
で
、
認
定
を
受
け
た
計
画
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
認
定
を
受
け
る
計
画
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
認
定
に
関
す
る
認
定
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 






